
道
志
村
民
憲
章

私
た
ち
の
七
里
は
、
緑
と
清
流
と
歴
史

の
郷
で
す
。
こ
の
地
に
生
き
る
こ
と
に
誇

り
を
も
ち
、
平
和
な
村
を
築
く
た
め
、
こ

こ
に
憲
章
を
定
め
ま
す
。

私
た
ち
は

一
、
自
然
を
愛
し
平
和
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
生
産
に
励
み
豊
か
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
教
養
を
高
め
、

文
化
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
人
情
と
い
た
わ
り
の
心
を
養
い
、

福
祉
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
明
る
く
健
康
で
、
活
力
あ
る
村

を
つ
く
り
ま
す
。
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平
成
十
五
年
五
月
二
十
日
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
内
容
に
つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
決
さ
れ
た
案
件
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

一
、
報
告
第
七
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
平
成
十
四
年
度
道
志
村
一
般
会
計
補
正
予
算〈
第
五
回
〉）

二
、
報
告
第
八
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
道
志
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

三
、
議
案
第
二
十
二
号
　
道
志
村
公
共
物
管
理
条
例

ま
た
議
会
構
成
が
変
わ
り
、
議
長
に
長
田
公
明
氏
、
副
議
長
に
山
口
一
昭
氏
が
選

出
さ
れ
ま
し
た
。
議
会
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

譲
与
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
機
能
管
理
、

財
産
管
理
及
び
利
用
に
関
し
て
の
必
要
な

事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

※
法
定
外
公
共
物
と
は
、
い
わ
ゆ
る
国
有

財
産
の
里
道
（
赤
線
）
水
路
（
青
線
）

と
し
て
現
に
公
共
の
用
に
供
し
て
い
る

道
志
村
公
共
物
管
理
条
例
に
つ
い
て

平成15年６月１日（２）

五
月
臨
時
議
会

専
決
処
分
、
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
可
決

議　会
だより

条
例
制
定
の
目
的

平
成
十
二
年
四
月
一
日
施
行
の
「
地
方

分
権
推
進
一
括
法
」
に
お
い
て
国
有
財
産

特
別
措
置
法
、河
川
法
等
の
改
正
に
よ
り
、

従
来
国
に
財
産
帰
属
し
て
い
た
法
定
外
公

共
物
に
つ
い
て
、
こ
の
度
国
か
ら
道
志
が

役　職　名

議　　　　　長

副　　議　　長

総務常任委員長

〃　副委員長

〃　委　　員

〃　委　　員

経済建設常任委員長

〃　副委員長

〃　委　　員

〃　委　　員

文教厚生常任委員長

〃　副委員長

〃　委　　員

〃　委　　員

議会運営委員長

〃　副委員長

〃　委　　員

〃　委　　員

役　職　名

監　査　委　員

〃

〃

消　防　委　員

〃

〃

東部広域連合議員

上下水道委員

〃（長又・白井平）

〃（板橋・善乃木）

〃（神地・川原畑）

〃 （和出村）

〃 （長幡東）

〃（大室指・月夜野）

観光施設等運営委員

〃

〃

氏　　名

長田　公明

山口　一昭

渡辺　義昭

山口　吉春

水越　三夫

水越　栄治

山口　　輝

池谷　寿雄

長田　公明

佐藤　正明

村田　　博

佐藤　京行

村田　充且

山口　一昭

村田　充且

渡辺　義昭

山口　　輝

村田　　博

道志村議会役職員名簿

国民健康保険
運営協議会委員

村
議
会
議
長

長
田
　
公
明

初
夏
の
候
、
村
民
の
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
ま
す
ま
す
ご
健
勝
に
て
、

ご
活
躍
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

こ
の
度
の
臨
時
村
議
会
に
お
い
て

議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
、
不
肖

私
が
村
議
会
議
長
の
要
職
に
就
任
さ

せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
誠

に
光
栄
の
至
り
で
あ
る
事
と
共
に
、

そ
の
職
務
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
居

る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
素
よ
り
、

浅
学
非
才
な
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、

一
身
を
挺
し
て
そ
の
責
任
を
果
た
す

べ
く
鋭
意
努
力
を
重
ね
、
村
民
の
信

頼
に
応
え
る
た
め
一
生
懸
命
頑
張
る

所
存
で
あ
り
ま
す
。

昨
今
、
村
を
取
り
巻
く
情
勢
は
日

を
追
う
毎
に
厳
し
さ
を
増
し
て
ま
い

り
ま
す
。
地
方
分
権
、
行
政
改
革
推

進
、
そ
う
し
た
中
で
の
市
町
村
合
併

問
題
・
景
気
対
策
等
、
課
題
は
山
積

し
て
お
り
ま
す
。
村
民
の
皆
様
の
声

を
伺
う
中
で
地
域
の
実
情
に
沿
っ
た

個
性
あ
ふ
れ
る
行
政
を
自
主
的
・
自

立
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
強
く
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
全
力
で
取

り
組
ん
で
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
か
村
民
皆
様
の
一
層
の
ご
支
援
、

ご
指
導
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
、
就
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

就
任
の
挨
拶

（平成15年５月20日）

氏　　名

佐藤　正明

水越　三夫

村田　充且

佐藤　正明

水越　栄治

水越　三夫

佐藤　正明

水越　栄治

水越　三夫

池谷　寿雄

佐藤　京行

山口　　輝

村田　　博

山口　吉春

水越　栄治

水越　三夫

佐藤　正明



（３）

平成15年度地籍調査事業・板橋～善之木地区を実施

地籍調査にご協力ください

●調査方法は
一筆地調査といい、登記簿・公図及び地形地

物などを参考に一筆ごとに地番、地目、境界を
現地で確認します。

●境界への杭打ちは
土地所有者の皆さんには、「一斉杭打ち日」

に隣接土地所有者と立会の上、杭を打っていた
だきます。一度打った杭は皆さんの土地を測量
する基になりますので、動かしたり抜いたりし
たい場合は、事前にご相談下さい。土地所有者
の皆さんに一斉に杭を打っていただくため、通
知しますので、ご協力ください。打たれた杭は
地籍調査係と推進委員及び委託業者が確認をし
た後、測量を行います。

●測量調査結果は
調査・測量が済みますと、来年夏以降に地図

（地籍図）と地番・地目・面積（地籍簿）を確
認していただくため20日間の閲覧を行います。

地籍調査は、国土調査法に基づく調査で土地の国勢調査と言われている大切な調査です。
現在使われている登記簿や公図は、明治時代に作られたもので長い年月の経過により、現況と変
わってきています。これを最新の測量方法により、公図と登記簿を訂正し、土地の正確な位置・
形状・地番・地目・面積を明らかにします。そして完成した地図（地籍図）はその正確性から公
共事業に役立つばかりでなく、復元可能ですから後日の境界問題に大きな力を発揮します。

平成15年度地籍調査実施区域略図

誤りがなければ国の認証を得て法務局に送付
し、登記簿と公図が訂正されます。

●一筆地調査で境界が決まらなかった場合は
筆界未定として処理し、境界線がはいりませ

ん。この場合建築確認申請、農地転用などの手
続きで許可されない場合があります。調査以後
に境界が決まった場合には、個人の負担で筆界
未定の解消処理をしなければなりませんので、
今回の地籍調査の際に境界を確定されることを
お奨めします。

●調査前の心得として
説明会の資料・内容を把握してください。隣

接地との境界は、事前によく話し合って確定し
ておいてください。

問い合わせ先
産業観光課　地籍調査係

道
路
法
、
河
川
法
等
公
共
物
管
理
法
の

適
用
、
若
し
く
は
準
用
の
な
い
公
共
物

を
い
う
。

道
志
村
に
お
い
て
の
譲
与
計
画

平
成
十
四
年
度
　
月
夜
野
〜
馬
場
地
区

（
譲
与
済
）

平
成
十
五
年
度
　
竹
之
本
〜
川
原
畑
地
区

平
成
十
六
年
度
　
神
地
〜
長
又
地
区

公
共
物
管
理
条
例
の
適
用
範
囲

一
、
公
共
物
地
内
で
の
行
為
の
禁
止

二
、
使
用
等
の
許
可
、
許
可
の
期
間
、
許

可
条
件
に
つ
い
て

三
、
使
用
料
の
徴
収

四
、
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
に
つ
い

て

五
、
使
用
許
可
満
了
後
の
原
状
回
復
に
つ

い
て

六
、
用
途
廃
止
に
つ
い
て

譲
与
後
の
メ
リ
ッ
ト

一
、
管
理
の
権
限
が
市
町
村
に
な
っ
た
た

め
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
相
談
や
要

望
が
円
滑
に
出
来
る
。

二
、
里
道
、
水
路
の
付
け
替
え
等
の
工
事

も
市
町
村
の
自
主
判
断
で
出
来
る
。

三
、
開
発
行
為
な
ど
里
道
・
水
路
等
を
含

ん
だ
面
的
整
備
に
つ
い
て
も
、
従
前

の
土
地
所
有
者
で
あ
る
国
の
承
認
を

受
け
る
必
要
が
な
く
な
る
。

四
、
条
件
が
整
え
ば
用
途
廃
止
後
、
個
人

へ
の
売
払
が
可
能
に
な
る
。



こ
の
度
、
道
志
村
消
防
団
役
員
会

の
改
選
に
お
き
ま
し
て
、
役
員
満
場

一
致
の
ご
推
薦
を
頂
き
四
月
一
日
、

佐
藤
村
長
よ
り
道
志
村
消
防
団
長
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。

大
変
身
に
余
る
光
栄
と
深
く
感
謝

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
改
め
て
消
防

団
長
と
い
う
役
職
の
重
大
さ
に
身
の

引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
消
防
団
に
入
団
し
て
二
十

七
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
間
良
き

先
輩
、
良
き
同
僚
の
お
か
げ
で
今
日

に
至
る
事
が
出
来
、
深
く
感
謝
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
二
年
間
、
歴
史
と
伝
統
の

あ
る
道
志
村
を
築
い
て
き
た
、
先
輩

方
の
期
待
に
応
え
、
消
防
団
員
の
さ

消
防
団
長
挨
拶

大
田
　
博
文

平成15年６月１日（４）

診 療 所 だ よ り
村の健康診断も終わり、結果がそろそろ帰ってくる時期だと思います。
今回は健診結果の解釈の仕方、よりよい活用法について書いてみました。

・現在の医学は早期発見、早期治療がすすめられており、定期的な健康診断は自分の健康状態を把握する上で、
大変有意義です。さらにその結果を吟味し今後に役立てることこそ大変重要です。

・健診結果が帰ってきて異常がなかった場合、大きな異常はないと考えられるので来年また健康診断を受ける
ということでいいと思います。しかし、それに過信せず、体に不調があったときには受診が必要です。

・残念ながら異常を指摘された場合にはその結果（毎年健康診断を受けているならその分も）を持参し、かか
りつけの医院や当診療所の受診をお勧めします。
大きな病院などは待ち時間が多く１日がかりの受診となってしまうことが多いと思います。当診療所ではそ
んなに時間がかかることはなく、また状況に応じて大き
な病院等での精密検査や専門的な検査（眼科や被尿器科、
婦人科など）が必要な場合などには紹介状を作成し、連
携していきたいと考えております。

・毎年健診を受けていて毎年同じところが異常を指摘され
るという方は、年ごとの比較をしてみるといいです。
その数値や程度が去年よりも正常の値よりかけ離れてい
る場合、注意が必要と考えられます。

・健康診断で調べる生活習慣病は身体的症状が出ることが
少なく、症状が出た際にはかなり進行していることが多
く、その多くは不可逆性（元に戻らない）です。そのた
め少しの異常でもぜひ受診し、薬の内服等だけではなく、
食事や運動などの生活習慣の改善する方法等を聞きに来
ていただきたいと思います。

1 2 3
午後：ポリオ

4
研修のため休診

5 6 7
午前中のみ診察

8 9 10 11
研修のため休診

12 13 14
午前中のみ診察

15 16 17 18
研修のため休診

19 20 21
午前中のみ診察

22 23 24 25
研修のため休診

26
午後. 乳児検診

27 28
午前中のみ診察

29 30 7/1 7/2
研修のため休診

7/3 7/4 7/5
午前中のみ診察

月初めには保険証の提出をお願いします。

６月の予定表

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

ら
な
る
消
防
精
神
の
向
上
に
努
め
、

村
民
の
皆
様
か
ら
期
待
さ
れ
る
消
防

団
と
な
り
ま
す
よ
う
、
一
生
懸
命
努

力
致
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
近
年
厳
し
い
社
会
情
勢
、

低
迷
す
る
景
気
動
向
の
折
、
様
々
な

事
件
、
事
故
、
災
害
等
が
多
発
し
て

い
ま
す
。
村
内
に
お
い
て
も
、
い
つ

災
害
等
が
起
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
災
害
に
備
え
て
、
道
志
村
消
防

団
の
資
質
向
上
と
地
域
事
情
に
即
し

た
消
防
団
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
は
消
防
施
設
の
充
実
と
消
防
活

動
の
強
化
育
成
を
図
り
、
又
、
地
域

社
会
の
災
害
を
防
止
し
て
い
く
為
に

も
、
消
防
署
員
・
警
察
署
員
・
村
行

政
当
局
・
村
議
会
議
員
の
皆
様
と
常

に
連
携
を
取
り
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
に

対
処
し
、
村
民
の
皆
様
の
生
命
・
身

体
・
財
産
を
火
災
や
地
震
等
の
災
害

か
ら
守
り
、
安
全
で
住
み
よ
い
地
域

づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

今
後
と
も
道
志
村
消
防
団
に
対
し

ま
し
て
は
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
様
お
願
い
申
し
上
げ
、
団
長

就
任
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。



（５）

サービス利用・手続きの流れ 

相談できるところ 
・市町村の窓口 
・福祉事務所 
・障害者相談所 
　（身体・知的） 
・児童相談所 
・社会福祉協議会 
・市町村障害者生活 
　支援事業の窓口 
・障害児（者）地域 
　療育等支援事業の窓口 
・身体障害者相談員 
・知的障害者相談員 
・民生委員 
・児童委員　等 

市町村は、利用者 
の障害の状況や希 
望等を聴いた上で、 
支給決定をします。 

市町村の窓口に備えてある 
申請書に必要事項を書いて、 
収入や課税状況のわかる資料 
をつけて申し込んでください。 

利用したい施設や事業 
所を選んで、サービス 
の利用契約を結びます。 

支援費の請求と受取りは、 
施設や事業者が利用者に 
代わって行います。 

支給決定がされると、市町 
村から「受給者証」が交付 
されます。「受給者証」は 
サービスの申し込みのとき 
に必要となります。 
 

利用者は、サービ 
スに係る費用の一 
部を施設や事業者 
に支払います。※ 

市町村は、施設 
や事業者からの 
請求を審査して、 
支援費を支払い 
ます。 

情
報
収
集
・
相
談 

申
　
　
　
請 

申
請
内
容
の
審
査
と
支
給
決
定 

受
給
者
証
の
交
付 

利
用
の
申
し
込
み
と
契
約 

サ
ー
ビ
ス
利
用 

支
援
費
の
支
給 

利用者負担額の支払い 

支援費の請求 

※利用者負担額については、利用者本人又は扶 
　養義務者の負担能力に応じて決まります。 

平成15年4月
スタート

対
象
と
な
る
人
は
？

支
援
費
制
度
の
対
象
と
な
る
人
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

障
害
児

（
障
害
の
あ
る
十
八
歳
ま
で
の
児
童
）

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
？

支
援
費
制
度
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
は
、
在
宅
で
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

と
施
設
を
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
分
け

ら
れ
ま
す
。

◎
在
宅
サ
ー
ビ
ス(

居
住
生
活
支
援
）

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
を
含
む
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム（
知
的
障
害
者
の
み
）

◎
施
設
サ
ー
ビ
ス(

施
設
訓
練
等
支
援
）

更
正
施
設

療
護
施
設
（
身
体
障
害
者
の
み
）

授
産
施
設

（
小
規
模
通
所
授
産
施
設
を
除
く
）

通
勤
寮
（
知
的
障
害
者
の
み
）

国
立
コ
ロ
ニ
ー
（
知
的
障
害
者
の
み
）

※
障
害
児
関
係
施
設
は
支
援
費
制
度
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
ど
お
り
で

す
。

支
援
費
制
度

障
害
者
の
皆
さ
ん
へ

「
支
援
費
制
度
開
始
」
の
お
知
ら
せ

支
援
費
制
度
の
目
指
す
も
の

支
援
費
制
度
は
、
利
用
者
で
あ
る
障
害
の
あ
る
人
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
施
設
や
事
業
者
と
の
対
等
な
関
係
に
基
づ
き
、
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
施
設
や
事
業
者
を
選
び
、
契
約
を
結
ん
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

制
度
で
す
。

障
害
の
あ
る
人
の
尊
厳
を
重
視
し
た
、
二
十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
制
度
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
が
必
要
で
す

現
在
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方
も
含
め
、
平
成
十
五
年
四
月
以
降
に

在
宅
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
生
活
支
援
）
を
利
用
す
る
予
定
の
方
は
、
支
給
決

定
を
受
け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

役
場
住
民
健
康
課
の
窓
口
に
、
お
早
め
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
施
設
訓
練
等
支
援
）
を
現
在
受
け
て
い
る
方
は
、
平

成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
支
給
決
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
新
た
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望

す
る
場
合
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
前
に
支
給
決
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

支
援
費
制
度
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
は

役
場
住
民
健
康
課
に
申
し
込
み
（
支
援
費
支
給
申
請
）
を
行
い
、「
支

給
決
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
の
？

ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
使
え
る
の
？

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
先
は
ど
こ
？

利
用
者
負
担
は
あ
る
の
？

自
分
に
あ
っ
た
利
用
方
法
は
？

◆
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
役
場
住
民
健
康
課
の
窓
口
等
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
Ｔ
Ｅ
Ｌ
五
二
ー
二
一
一
一
（
内
線
二
二
・
二
三
）


